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職
員
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舎
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の
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部
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る
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に
公
布
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県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
職
員
宿
舎
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
納
入
通
知
書
に
よ
り
」
を
「
宿
舎
管
理
者
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、「
納
入
通
知
書
に
お

い
て
」
を
削
る
。
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則
第
十
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項
中
「
納
入
通
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に
よ
り
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を
「
宿
舎
管
理
者
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
」
に
改
め
、「
納
入
通
知
書

に
お
い
て
」
を
削
る
。
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
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第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
山
元
東
部
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
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に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
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同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
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六
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の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
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満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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令
和
五
年
七
月
二
十
六
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か
ら
令
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五
年
八
月
二
十
四
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ま
で
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縦
覧
場
所

　
　

山
元
町
役
場
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宮
城
県
告
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第
五
百
十
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
終
了
に
つ
い
て
認
可
し
た
。
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富
谷
市
成
田
南
土
地
区
画
整
理
事
業
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施
行
者
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鹿
島
建
設
株
式
会
社　

東
北
支
店

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

令
和
三
年
二
月
十
二
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
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施
行
地
区

　
　

富
谷
市
明
石
上
桜
ノ
木
及
び
成
田
九
丁
目
の
各
一
部

五　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
二
月
八
日
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